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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、
Ｃ：０．７０～１．１０％、
Ｓｉ：０．０５～２．００％、
Ｍｎ：０．２０～２．００％
を含有し、
Ｐ：０．０２０％以下、
Ｓ：０．０２０％以下、
Ｎ：０．０１５０％以下
に制限し、
Ａｌ：０．００５～０．１００％、
Ｔｉ：０．００２～０．１００％、
Ｎｂ：０．００２～０．１００％
のうち何れか１種又は２種以上を含有し、
残部がＦｅ及び不可避不純物からなり、金属組織が面積率９０％以上のパーライトからな
り、軸部の表層のビッカース硬さと中心のビッカース硬さとの差が３０以下であり、引張
強さが１２００ＭＰａ以上であり、遅れ破壊限界拡散性水素量が０．２ｐｐｍ以上である
ことを特徴とする耐水素脆化特性に優れた高強度亜鉛めっきボルト。
【請求項２】
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　質量％で、
Ｖ：０．０５～２．００％、
Ｃｒ：０．０５～２．００％
の一方又は双方を含有することを特徴とする請求項１に記載の耐水素脆化特性に優れた高
強度亜鉛めっきボルト。
【請求項３】
　質量％で、
Ｃ：０．７０～１．１０％、
Ｓｉ：０．０５～２．００％、
Ｍｎ：０．２０～２．００％
を含有し、
Ｐ：０．０２０％以下、
Ｓ：０．０２０％以下、
Ｎ：０．０１５０％以下
に制限し、
Ｖ：０．０５～２．００％、
Ｃｒ：０．０５～２．００％
の一方又は双方を含有し、
残部がＦｅ及び不可避不純物からなり、金属組織が面積率９０％以上のパーライトからな
り、軸部の表層のビッカース硬さと中心のビッカース硬さとの差が３０以下であり、引張
強さが１２００ＭＰａ以上であり、遅れ破壊限界拡散性水素量が０．２ｐｐｍ以上である
ことを特徴とする耐水素脆化特性に優れた高強度亜鉛めっきボルト。
【請求項４】
　鋼中の拡散性水素量が０．１０ｐｐｍ以下であることを特徴とする請求項１～３の何れ
か１項に記載の耐水素脆化特性に優れた高強度亜鉛めっきボルト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、腐食環境中での使用に好適な、耐水素脆化特性に優れる亜鉛めっきボルトに
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動車や各種産業機械の軽量化、高性能化、或いは土木・建築構造物の建設費削減のた
めに、ボルトの高強度化が進められている。従来の高強度ボルトは、例えば、ＪＩＳ Ｇ 
４１０５で規定されているＳＣＭ４３５やＳＣＭ４４０などの低合金鋼を使い、所定の形
状に冷間成形後、焼入れ・焼戻し処理によって製造されている。しかしながら、引張強さ
の上昇により、遅れ破壊が発生しやすくなるという問題があった。
【０００３】
　このような問題に対して、伸線加工したパーライト鋼をボルト形状に冷間鍛造し、熱処
理を行う方法が提案されている（例えば、特許文献１、２を参照）。また、本発明者らの
一部は、パーライトの形状を制御して、耐遅れ破壊特性を向上させた高強度ボルトを提案
している（例えば、特許文献３を参照）。
【０００４】
　しかしながら、腐食環境では耐食性が要求されるため、表面に亜鉛めっきを施した亜鉛
めっきボルトは、めっき時にボルト中に水素が侵入し易いため、特に高強度になると水素
脆化を生じるという問題があった。また、拡散性水素量を抑制して亜鉛めっきボルトの耐
遅れ破壊特性を向上させる技術が提案されている（例えば、特許文献４を参照）。しかし
ながら、この特許文献４に記載の亜鉛めっきボルトは、鋼材の耐遅れ破壊特性の向上を図
ったものではない。
【特許文献１】特開２００１－３４８６１８号公報
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【特許文献２】特開２００５－２８１８６０号公報
【特許文献３】特開２００４－３０７９２９号公報
【特許文献４】特開昭６４－６８４５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、金属組織が耐遅れ破壊特性に優れるパーライトからなり、強度が１２００Ｍ
Ｐａ以上である亜鉛めっきボルトが実用化されていないという実状に鑑みてなされたもの
であり、耐食性を有し、耐水素脆化特性に優れた１２００ＭＰａ以上の強度を有する高強
度亜鉛めっきボルトを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、パーライト組織の耐遅れ破壊特性が優れることに着目し、且つ亜鉛めっ
きを施しても水素脆化を生じないボルト及びその製造方法について検討を行った。その結
果、ボルト内部と表層の硬度差の制限によって、めっき時にボルトに侵入した水素に起因
する縦割れの発生を防止することができ、更に、ボルト中の水素量を限定することによっ
て遅れ破壊特性が向上することを見出した。
【０００７】
　本発明はこのような知見に基づいてなされたものであり、その要旨とするところは、以
下のとおりである。
（１）　質量％で、Ｃ：０．７０～１．１０％、Ｓｉ：０．０５～２．００％、Ｍｎ：０
．２０～２．００％を含有し、Ｐ：０．０２０％以下、Ｓ：０．０２０％以下、Ｎ：０．
０１５０％以下に制限し、Ａｌ：０．００５～０．１００％、Ｔｉ：０．００２～０．１
００％、Ｎｂ：０．００２～０．１００％のうち何れか１種又は２種以上を含有し、残部
がＦｅ及び不可避不純物からなり、金属組織が面積率９０％以上のパーライトからなり、
軸部の表層のビッカース硬さと中心のビッカース硬さとの差が３０以下であり、引張強さ
が１２００ＭＰａ以上であり、遅れ破壊限界拡散性水素量が０．２ｐｐｍ以上であること
を特徴とする耐水素脆化特性に優れた高強度亜鉛めっきボルト。
（２）　質量％で、Ｖ：０．０５～２．００％、Ｃｒ：０．０５～２．００％の一方又は
双方を含有することを特徴とする上記（１）に記載の耐水素脆化特性に優れた高強度亜鉛
めっきボルト。
（３）　質量％で、Ｃ：０．７０～１．１０％、Ｓｉ：０．０５～２．００％、Ｍｎ：０
．２０～２．００％を含有し、Ｐ：０．０２０％以下、Ｓ：０．０２０％以下、Ｎ：０．
０１５０％以下に制限し、Ｖ：０．０５～２．００％、Ｃｒ：０．０５～２．００％の一
方又は双方を含有し、残部がＦｅ及び不可避不純物からなり、金属組織が面積率９０％以
上のパーライトからなり、軸部の表層のビッカース硬さと中心のビッカース硬さとの差が
３０以下であり、引張強さが１２００ＭＰａ以上であり、遅れ破壊限界拡散性水素量が０
．２ｐｐｍ以上であることを特徴とする耐水素脆化特性に優れた高強度亜鉛めっきボルト
。
（４）　鋼中の拡散性水素量が０．１０ｐｐｍ以下であることを特徴とする上記（１）～
（３）の何れか１項に記載の耐水素脆化特性に優れた高強度亜鉛めっきボルト。
　また、上記（１）～（３）の何れか１項に記載の亜鉛めっきボルトは、例えば、上記（
１）～（３）の何れか１項に記載の成分からなる鋼材を熱間圧延後、３０℃／ｓ以上の冷
却速度で５５０～７００℃の温度範囲に冷却し、該温度範囲で３０～３００ｓの間保持し
、次に室温まで冷却した後、摩擦係数を０．１以下として伸線加工を行った後、ボルト形
状に成形し、電気亜鉛めっき又は溶融亜鉛めっきを施すことで製造される。
　また、上記（１）～（３）の何れか１項に記載の亜鉛めっきボルトは、例えば、上記（
１）～（３）の何れか１項に記載の成分からなる鋼材を熱間圧延後、そのまま冷却し、伸
線加工の後、ボルト形状に成形し、電気亜鉛めっき又は溶融亜鉛めっきを施すことで製造
される。
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　また、上記（１）～（３）の何れか１項に記載の亜鉛めっきボルトは、例えば、上記（
１）～（３）の何れか１項に記載の成分からなる鋼材を熱間圧延後、９００℃に再加熱し
て冷却し、伸線加工の後、ボルト形状に成形し、電気亜鉛めっき又は溶融亜鉛めっきを施
すことで製造される。
　また、上記（４）に記載の亜鉛めっきボルトは、例えば、上記の何れかに記載の方法に
よって得られた亜鉛めっきボルトを２００～４００℃の温度範囲で加熱することで製造さ
れる。また、亜鉛めっきボルトに引張強さの２０～６０％の張力を負荷しながら加熱して
もよい。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、耐水素脆化特性、特に、耐遅れ破壊特性及び耐縦割れ性に優れ、耐食
性が良好な高強度の亜鉛めっきボルトを提供することが可能になり、産業上の貢献が極め
て顕著である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の耐水素脆化特性に優れた高強度亜鉛めっきボルト及びその製造方法につ
いて詳細に説明する。
　耐水素脆化特性に優れるパーライト組織を有する高強度鋼を伸線加工して得られたボル
トにＺｎめっきを施すと、めっき時の侵入水素に起因すると考えられる、めっき後の縦割
れを生じることがあった。これを防止するため、本発明者らは、伸線パーライトからなる
高強度ボルトを用いて、めっき後の縦割れの発生について検討を行った。
【００１０】
　本発明者らは、ボルトの組織、特に硬さの均質性とめっき後の縦割れとの関係に着目し
、摩擦係数を変化させて、パーライト組織を有する鋼線に伸線加工を施してめっき後の縦
割れを評価した。その結果、伸線加工時の摩擦係数を低下させると、ボルトの組織が均質
になり、表層と中心の硬さの差が小さくなって、縦割れを防ぐことができるという知見を
得た。
【００１１】
　これは、表層と中央部での伸線加工を均一にすると、表層と中央部での硬さの差が小さ
くなり、内部応力の負荷や、応力集中が軽減された効果であると考えられる。具体的には
、ボルト軸部の表層のビッカース硬さと中心のビッカース硬さの差を３０以下とすること
により、めっき後の縦割れを防ぐことができる。
【００１２】
　なお、ビッカース硬さの測定は、ＪＩＳ Ｚ ２２４４に準拠して行った。試料は、ボル
トの軸部の長手方向に垂直な断面を測定面として採取した。試料の測定面を機械研磨し、
長手方向に垂直な方向の中心部の２００μｍ以内の範囲で３カ所、表層から２００μｍの
位置で３カ所測定し、平均値を求めた。荷重は、９８．０７Ｎ（１０ｋｇｆ）とした。
【００１３】
　ボルト軸部の表層のビッカース硬さと中心のビッカース硬さの差を３０以下とするには
、伸線加工時の摩擦係数を０．１以下に限定することが必要である。伸線加工時の摩擦係
数が０．１超になると、伸線材の表層と中心の硬度差が大きくなり、侵入水素に起因する
縦割れが生じやすくなる。また、摩擦係数が０．０８以下にすると硬さを均一にする効果
が顕著となり好ましい。
【００１４】
　伸線加工時の摩擦係数を低減する方法としては、ダイヤモンドダイスを用いる方法や、
潤滑皮膜にリン酸亜鉛カルシウムを含むものを用いる方法、伸線時に石けん潤滑剤を用い
る方法などが挙げられる。伸線加工時の摩擦係数は、伸線中の引抜力を測定し、Ｓｉｅｂ
ｅｌの式を用いて求めることができる。
【００１５】
　更に、本発明者ら、金属組織と耐遅れ破壊特性との関係を評価するため、伸線加工後の
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鋼線をボルトに加工し、限界拡散性水素量を測定した。限界拡散性水素量は、遅れ破壊を
生じない最大の水素量であり、電界水素チャージによって種々のレベルの拡散性水素量を
含有させた後、水素が試料から大気中に放出しないようにめっきを施し、その後引張強さ
の９０％の荷重を負荷し、遅れ破壊が発生しない拡散性水素量の最大値を評価した。
【００１６】
　その結果、パーライト組織の面積率を９０％以上にすることによって、限界拡散性水素
量が０．２ｐｐｍ以上になることがわかった。したがって、十分な強度を有し、優れた耐
水素脆化特性を備えるためには９０％以上のパーライトを含む金属組織とすることが必要
である。
【００１７】
　パーライトが９０％未満になると、他の組織が増加することになる。例えば、ベイナイ
トが増加すれば強度が低下し、十分な強度が得られない。また、初析セメンタイトやマル
テンサイトが増加すれば耐水素脆化特性が低下する。パーライトの残部は、フェライト、
ベイナイト、マルテンサイト、初析セメンタイトである。
【００１８】
　パーライトの面積率は、伸線加工前の線材から試料を採取し、長手方向に垂直な断面を
鏡面研磨後、ピクラール液でエッチングを行い、走査型顕微鏡にて任意の１０視野を２０
００倍で観察して写真を撮影し、目視にてパーライト部分を決定し、それを画像解析して
求めることができる。
【００１９】
　パーライトの面積率は、熱間圧延後の冷却条件又は再加熱条件によって制御する。具体
的には、熱間圧延後又は再加熱後の冷却の際に、３０℃／ｓ以上の冷却速度で、５００～
７００℃の温度範囲に冷却し、該温度範囲で３０～３００ｓの間保持し、更に室温まで冷
却する。
【００２０】
　冷却速度は、３０℃／ｓ未満では冷却途中でパーライト変態が生じ、引張強さが低下す
るため、下限を３０℃以上とする。冷却速度の上限は規定しないが、５００℃／ｓを超え
ることは技術的に難しい。
【００２１】
　冷却の停止温度及び保持温度を５５０～７００℃に限定したのは、パーライト変態を促
進し、強度と耐水素脆化特性を向上させるためである。冷却の停止温度及び保持温度が、
５５０℃未満ではベイナイトが生じやすく、パーライトの面積率が減少し、強度低下又は
耐水素脆化特性が悪化する。一方、冷却の停止温度及び保持温度が７００℃を超えるとパ
ーライト変態後の引張強さが低下する。
【００２２】
　さらに、パーライトの面積率を９０％以上とするには、５５０～７００℃の温度範囲で
の保持時間が重要である。５５０～７００℃での保持時間が短く、パーライトの面積率が
減少すると、耐水素脆化特性に悪影響を及ぼすベイナイト又はマルテンサイトが生じるた
め、保持時間は３０ｓ以上とする。保持時間が長時間になると生産性を阻害する。本発明
の成分範囲では、保持時間を３００ｓ以下にすればパーライトの面積率を９０％以上にす
ることが可能である。５５０～７００℃での保持は、熱間圧延又は再加熱後、ソルト浴や
鉛浴に浸漬して行ってもよい。
【００２３】
　熱間圧延の最終仕上げ温度は、８５０℃未満では変形抵抗が大きくなり圧延材の形状制
御が難しく、１１５０℃を超えるとオーステナイト粒が粗大化し伸線加工後の延性低下が
生じることがある。したがって、圧延の最終仕上げ温度は８５０℃から１１５０℃の温度
範囲が好ましい。
【００２４】
　本発明では、熱間圧延後、そのまま冷却してもよく、一旦、室温まで冷却してから、再
加熱してもよい。熱間圧延後の鋼材を再加熱する場合、再加熱の温度は、９００℃未満で
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は溶体化が不十分で未溶解炭化物が残存し易くなり合金の効果が減少することがあるため
、９００℃以上とすることが好ましい。また、再加熱の温度の上限は、高すぎるとオース
テナイト粒が粗大化し、伸線加工後の延性低下が生じるため、１１５０℃以下とすること
が好ましい。
【００２５】
　次に、本発明の対象とする鋼の成分の限定理由について述べる。
　Ｃは、ボルトの強度を確保する上で必須の元素であるが、０．７０％未満では伸線加工
後の強度が十分得られず、一方１．１０％を越えると初析セメンタイトの粗大析出を防止
するのが困難であり、初析セメンタイトにより耐遅れ破壊特性が低下するため、０．７０
～１．１０％の範囲に限定した。
【００２６】
　Ｓｉは、固溶強化によって強度を上昇させる元素であるが、この効果を得るためには０
．０５％以上の添加が必要であり、２．００％を超えると添加量に見合った効果が得られ
ないため、０．０５～２．００％の範囲に限定した。
【００２７】
　Ｍｎは、脱酸や脱硫のために必要なだけでなく、鋼の焼入れ性を向上させて強度を上昇
させる元素であるが、この効果を得るためには０．２０％以上の添加が必要である。また
、Ｍｎを過剰に添加すると中心偏析部にマルテンサイトが生成し伸線加工性が低下するた
め、上限を２．００％以下に限定した。
【００２８】
　Ｐ、Ｓは、不可避な不純物であり、過剰に含まれると耐水素脆化特性が悪化するため、
０．０２０％以下に制限する。
【００２９】
　Ｎは、不純物であり、０．０１５０％を超えると延性が低下するため、０．０１５０％
の範囲とする。なお、オーステナイト（γ）粒径の微細化に有効な窒化物の形成のために
、Ａｌ、Ｔｉ、Ｎｂを含有する場合は、Ｎを０．００２０％以上含有させることが好まし
い。
【００３０】
　更に、強度を上昇させるために、Ｖ、Ｃｒを、結晶粒の微細化のためにＡｌ、Ｔｉ、Ｎ
ｂを選択的に添加してもよい。
【００３１】
　Ｖは、パーライト変態組織の強度を上昇させるのに対して有効な元素であり、０．０５
％以上の添加が好ましい。また、パーライト組織からなる高強度ボルトの耐遅れ破壊特性
を向上させるには、０．２０％以上を添加することが好ましい。一方、Ｖを２．００％を
超えて添加してもコストに見合った効果を得るのが困難である。
【００３２】
　Ｃｒは、パーライト組織のラメラ間隔を微細化する効果があり、０．０５％以上の添加
が好ましい。また、強度を上昇させるためには０．１０％以上の添加が好ましい、一方、
２．００％を超えて添加しても効果が飽和する。
【００３３】
　Ａｌは、脱酸及び微細なＡｌ２Ｏ３又はＡｌＮ析出のピンニング効果により熱処理時の
γ粒径を微細化するために添加する。この効果を得るには、０．００５％以上の添加が好
ましく、一方、０．１００％を超えて添加しても効果が飽和する。
【００３４】
　Ｔｉは、脱酸及びＴｉＯ２等の酸化物やＴｉＮの析出によるピンニング効果によって熱
処理時のγ粒径を微細化する元素である。この効果を得るには、Ｔｉを０．００２％以上
添加することが好ましい。一方、Ｔｉを、０．１００％を超えて添加しても効果が飽和す
る。
【００３５】
　Ｎｂは、Ｎｂの炭窒化物のピンニング効果によって熱処理時のγ粒径を微細化するため
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に添加する。この効果を得るには、Ｎｂを０．００２％以上添加することが好ましい。一
方、Ｎｂ量が、０．１００％を超えるとその効果が飽和するため、０．００２～０．１０
０％の範囲に限定した。
【００３６】
　本発明のめっきは、電気亜鉛めっき又は溶融亜鉛めっきどちらでも構わないが、溶融亜
鉛めっきであれば一般的な方法、例えば、脱脂、酸洗、フラックス、溶融めっき、冷却の
順で処理を行う。電気亜鉛めっきは、つきまわり性がよく、陰極電流効率にも優れている
塩化亜鉛浴を用いるのが好ましい。また、工程は、例えば脱脂、酸洗、電界洗浄、めっき
の順で処理を行う。
【００３７】
　本発明のボルトは、鋼中の拡散性水素量が０．１０ｐｐｍを超えると縦割れや遅れ破壊
が生じる可能性が高くなるため、０．１０ｐｐｍ以下とすることが好ましい。なお、拡散
性水素量はガスクロマトグラフを用いた昇温水素分析を行い、１００℃／ｍｉｎの昇温速
度で室温から２００℃の範囲で放出する水素量とする。
【００３８】
　ボルト中の拡散性水素量を低減させるために、伸線加工後に冷間でボルト成形し、Ｚｎ
めっきを施した後、熱処理を施すことが好ましい。また、めっき後の加熱中に張力を負荷
することが更に好ましい。
【００３９】
　亜鉛めっき後の熱処理は、ボルト中の拡散性水素を十分放出させるために、２００℃以
上で行うことが好ましい。一方、熱処理の温度が４００℃を超えると亜鉛めっきが溶融す
るため、加熱温度の範囲を２００～４００℃に限定する。加熱時間は加熱炉によって変化
するため特に限定しないが、上記効果を十分に発揮するためには１０ｓ～１５ｋｓの範囲
が好ましい。
【００４０】
　また、めっき後のボルトに張力を負荷しつつ熱処理を行うことによって、耐水素脆化特
性が一層向上する。張力の下限が引張強さの２０％未満では耐水素脆化向上の効果は少な
く、６０％を超えて張力を負荷しても効果が飽和するため、２０～６０％の範囲とするこ
とが好ましい。張力を負荷しつつ熱処理を行う方法としては、例えば治具にボルトを締め
付けた状態で熱処理を行う方法が挙げられる。
【実施例】
【００４１】
　以下、実施例により本発明の効果をより明らかなものとする。なお、本発明は、以下の
実施例に限定されるものではなく、その要旨を変更しない範囲で適宜変更して実施するこ
とができる。
【００４２】
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【表１】

【００４３】
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【表２】

【００４４】
　表１に示す化学成分を有する鋼を溶製し、表２に示す条件で熱間圧延後、直ちにソルト
浴に浸漬し、又は熱間圧延後に再加熱し、鉛浴に浸漬し、パーライト変態させた。その後
、表２に示す摩擦係数で真歪み０．４～２の伸線加工を行い、冷間加工によってボルトに
成形した後、ボルトに電気亜鉛めっき又は溶融亜鉛めっきを施した。一部のめっきボルト
には、表２に示す条件で、一部は治具にボルトを締め付けた状態で張力を負荷しながら、
熱処理を行った。なお、表１中の空欄は、意図的な添加をしていないことを意味し、表２
中の「－」は、該当する処理を実施していないことを意味する。
【００４５】
　そして、表２に示すＮｏ．１～２２のボルトについて、耐水素脆化特性の評価を行った
。その評価結果を表３に示す。
【００４６】
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【表３】

【００４７】
　表３中に示すボルトの引張強さは、ＪＩＳ Ｂ １０５１に準拠した引張試験にて求めた
。
　表３中に示す硬度差は、軸部の表層のビッカース硬さと中心のビッカース硬さとの差で
あり、ボルトの軸部の長手方向に垂直な断面を測定面とし、中心部の２００μｍ以内の範
囲と、表層から２００μｍの位置で、それぞれ３カ所のビッカース硬さの平均値の差を求
めた。なお、ビッカース硬さは、ＪＩＳ Ｚ ２２４４に準拠し、荷重を９８．０７Ｎとし
て測定した。なお、単位のＨＶ１０は、荷重を９８．０７Ｎとして測定したビッカース硬
度を意味する。
　表３中に示す限界拡散性水素量は、電界水素チャージによって拡散性水素量を含有させ
た後、水素が試料から大気中に放出しないようにめっきを施し、引張強さの９０％の荷重
を負荷し、遅れ破壊が発生しない拡散性水素量の最大値を評価した。
　表３中に示す拡散性水素量は、１００℃／ｍｉｎの昇温速度で室温から２００℃の範囲
で放出する水素量として評価し、ガスクロマトグラフを用いた昇温水素分析を行って測定
した。更に、電気亜鉛めっき又は溶融亜鉛めっきを行い、縦割れの発生の有無を確認した
。
　なお、表３中の「－」は、該当する測定を行っていないことを意味する。
【００４８】
　表３に示すように、Ｎｏ．１～１３のボルト（本発明例）は、何れも金属組織が面積率
９０％以上のパーライトからなり、軸部の表層と中心のビッカース硬さの差が３０以下で
あり、引張強さが１２００ＭＰａ以上と高強度であり、耐水素脆化特性にも優れ、めっき
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後の縦割れも生じていない。
　なお、Ｎｏ．１～１２のボルトは、鋼中の拡散性水素量が０．１ｐｐｍ以下であるのに
対して、Ｎｏ．１３のボルトは、そのボルト中の拡散性水素量が０．１ｐｐｍを超えてお
り、遅れ破壊の発生する確率がやや高くなっている。
　一方、Ｎｏ．１４、１６、１７のボルト（比較例）は、それぞれＣ量、Ｓｉ量、Ｍｎ量
が本発明の下限よりも少ないため、引張強さが１２００ＭＰａを下回っている。
　Ｎｏ．１５のボルト（比較例）は、Ｃ量が本発明の上限よりも多く、耐遅れ破壊特性が
低下している。
　Ｎｏ．１８のボルト（比較例）は、Ｍｎ量が本発明の上限を超えているため、伸線加工
性が低下し、伸線中に破断している。
　Ｎｏ．１９のボルト（比較例）は、圧延後の冷却速度が小さいため、引張強さが１２０
０ＭＰａを下回っている。
　Ｎｏ．２１のボルト（比較例）は、圧延後の変態温度が７００℃を超えているため、引
張強さが１２００ＭＰａを下回っている。
　Ｎｏ．２０のボルト（比較例）は、圧延後の変態温度が５５０℃を下回っているため、
ベイナイトが生成し、限界拡散性水素量が０．２を下回っている。
　Ｎｏ．２２のボルト（比較例）は、伸線加工時の摩擦係数が０．１を超えているため、
ボルト軸部の表層と中心のビッカース硬さの差が３０を超えており、めっき後に縦割れを
生じている。
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